
○
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
号

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
農
林
水
産
省
関
係
規
定
の
施
行
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
三
十
二
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
農
業
近
代
化
資
金

融
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
第
二
条
の
表
第
六
号
並
び
に
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の

特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
農
林
水
産
省
関
係
規
定
の
施
行
等
に
関
す
る
政
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
九
号
）
第
二
条
の
表
第
六
号
及
び

第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特

別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

一

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
農
林
水
産
省
関
係
規
定
の
施
行
等
に

関
す
る
政
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
農
業
近
代
化
資
金
融
通
法

施
行
令
第
二
条
の
表
第
六
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
は
、
二
十
三
年
と
す
る
。



二

令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
施
行
令
第
二
条
の
表
第
六
号
の
農
林

水
産
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
は
、
二
十
三
年
と
す
る
。

三

令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
施
行
令
第
二
条
の
表
第
七
号
の
農
林

水
産
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
金
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
及
び
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

資

金

の

種

類

償

還

期

限

据

置

期

間

一

次
に
掲
げ
る
資
金

十
八
年

六
年

イ

漁
村
に
お
け
る
給
排
水
施
設
の
改
良
、
造
成
又
は
取

得
に
必
要
な
資
金

ロ

特
定
地
域
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平

成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
過
疎
地
域
、
離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第

七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
離
島
振
興



対
策
実
施
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
、
奄
美
群
島

振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八

十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
、
小
笠
原
諸

島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七

十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原
群
島
又

は
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四

号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
沖
縄
振
興
計
画
の
対

象
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
住
所
又
は
事
業

場
を
有
す
る
漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
（
昭
和
四
十
四

年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁

業
者
等
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

、
そ
の
住
宅
を
建
築
し
、
又
は
購
入
す
る
た
め
に
必
要

な
資
金
及
び
特
定
地
域
内
に
住
所
又
は
事
業
場
を
有
す



る
漁
業
後
継
者
が
婚
姻
の
た
め
に
行
う
住
宅
の
建
築
若

し
く
は
購
入
又
は
居
室
の
独
立
に
必
要
な
資
金

漁
業
及
び
水
産
加
工
業
の
生
産
活
動
に
伴
っ
て
生

（１）
ず
る
公
害
の
防
止
の
た
め
に
居
住
地
を
移
す
場
合

国
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
作
成
し
た
計
画
に

（２）
基
づ
く
事
業
の
実
施
に
伴
っ
て
居
住
地
を
移
す
場
合

ハ

雇
用
労
働
者
の
た
め
に
提
供
す
る
休
憩
施
設
の
改
良

、
造
成
又
は
取
得
に
必
要
な
資
金

二

漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
第
二
条
第
三
項
及
び
東
日
本

八
年

五
年

大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成

に
関
す
る
法
律
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
漁
業
近
代
化
資
金
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公



庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
別
表
第
一
第
八

号
の
下
欄
の
カ
か
ら
ソ
ま
で
、
ネ
及
び
ナ
に
掲
げ
る
資
金

並
び
に
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
助
成
法
（
昭
和
五
十
四
年
法

律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
営
等
改

善
資
金
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
生
活
改
善
資
金
（

こ
れ
ら
の
資
金
の
う
ち
、
設
備
資
金
に
限
る
。
）
の
貸
付

け
を
受
け
て
漁
業
又
は
水
産
加
工
業
の
経
営
の
方
針
の
転

換
等
を
図
ろ
う
と
す
る
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
が
、
当
該
経
営
の
方
針
の
転
換
等
の
初
期
に
お
い
て

必
要
と
す
る
経
営
資
金

イ

水
産
業
を
め
ぐ
る
情
勢
の
変
化
等
に
よ
り
そ
の
経
営

に
係
る
漁
業
種
類
の
転
換
を
図
ろ
う
と
す
る
者

ロ

経
営
規
模
の
拡
大
を
図
ろ
う
と
す
る
者



ハ

水
産
加
工
品
の
原
材
料
若
し
く
は
製
品
の
転
換
又
は

製
造
方
法
若
し
く
は
加
工
方
法
の
改
良
を
図
ろ
う
と
す

る
者

ニ

新
た
に
漁
業
又
は
水
産
加
工
業
を
開
始
し
よ
う
と
す

る
者

三

前
各
号
に
掲
げ
る
資
金
以
外
の
資
金

十
五
年

五
年

（
漁
業
協
同
組
合
等
（
漁

（
漁
業
協
同
組
合
等
に
貸

業
近
代
化
資
金
融
通
法
施

し
付
け
ら
れ
る
も
の
に
あ

行
令
第
二
条
の
表
第
二
号

っ
て
は
、
六
年
）

に
規
定
す
る
漁
業
協
同
組

合
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
に
貸
し
付
け
ら
れ
る

も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
八



年
）


